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パ
レ
ス
チ
ナ
の
ガ
ザ
地
区
を
実
効
支
配
し
て
い
る
ハ
マ
ス
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主

意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
八
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
九
号
）
を
踏
ま

え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

パ
レ
ス
チ
ナ
の
ガ
ザ
地
区
を
実
効
支
配
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
組
織
ハ
マ
ス
に
つ
い
て
、
政
府
が
平
成
十
五
年
九
月

三
十
日
の
閣
議
了
解
を
も
っ
て
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
、
前
回
質

問
主
意
書
で
、
政
府
が
ハ
マ
ス
を
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
政

府
と
し
て
ハ
マ
ス
を
テ
ロ
組
織
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋

ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
ハ
マ
ス
を
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
の
閣
議

了
解
に
よ
り
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
等
一
団
体
と
認
識
し
て
い

る
。
」
と
、
明
確
な
言
及
を
避
け
た
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ハ
マ
ス
を
「
テ
ロ
組
織
で
あ
る
と
認
識
す
る
」
こ
と
と
、
ハ

マ
ス
を
「
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
の
閣
議
了
解
に
よ
り
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
た

テ
ロ
リ
ス
ト
等
一
団
体
と
認
識
す
る
」
こ
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
様
に
異
な
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



二

「
前
々
回
答
弁
書
」
で
政
府
は
、
今
般
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
の
武
力
紛
争
が
起
き
た
原
因
に
つ
き
、
「
二
千
八
年
十
二

月
二
十
七
日
に
開
始
さ
れ
た
ガ
ザ
地
区
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
攻
撃
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル

南
部
地
域
に
対
す
る
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
の
増
加
を
理
由
と
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
南
部
の
住
民
の
安
全
保
障
状
況

を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
政
府
は
右
答
弁
に
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル

政
府
の
今
般
の
武
力
紛
争
を
起
こ
し
た
目
的
を
支
持
し
て
い
る
か
。

三

今
般
の
武
力
紛
争
が
起
き
た
原
因
は
ハ
マ
ス
側
に
あ
る
と
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
右
認
識
は
、
政
府
の
認
識
と
同
じ
も

の
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
昨
年
十
二
月
三
十
一
日
に
オ
ル
メ
ル
ト
・
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
と
、

本
年
一
月
三
日
に
は
ア
ッ
バ
ー
ス
・
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
大
統
領
と
、
そ
れ
ぞ
れ
麻
生
総
理
の
永
田
町
の
事
務
所
、
私
邸

に
お
い
て
電
話
協
議
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
二
つ
の
電
話
協
議
が
行
わ
れ
た
際
、
盗
聴
防
止

等
、
機
密
保
持
体
制
は
き
ち
ん
と
と
ら
れ
て
い
た
の
か
。

五

そ
も
そ
も
外
国
首
脳
と
の
電
話
協
議
を
外
務
省
や
首
相
官
邸
で
行
わ
な
い
こ
と
は
、
盗
聴
防
止
等
、
機
密
保
持
の
観
点
か

ら
鑑
み
て
、
極
め
て
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右
の
二
つ
の
電
話
協
議
が
外
務
省
や
首
相
官
邸
で
行
わ
れ
ず
、
麻
生
総

二



理
の
個
人
事
務
所
、
私
邸
で
行
わ
れ
た
理
由
は
何
か
。

六

今
般
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
一
千
万
ド
ル
の
緊
急
人
道
支
援
を
行
う
こ
と
を
政
府
が
表
明
し
た
こ
と

に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
我
が
国
が
今
般
実
施
を
表
明
し
た
一
千
万
ド
ル
の
人
道
支
援
は
、
国
際
機
関
を
通
じ
て

実
施
す
る
も
の
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
国
際
機
関
と
は
ど
こ
か
。

七

今
般
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
へ
の
人
道
支
援
を
最
初
に
表
明
し
た
国
は
我
が
国
か
。
我
が
国
よ
り
先
に

パ
レ
ス
チ
ナ
側
へ
の
人
道
支
援
を
表
明
し
た
国
は
あ
る
か
ど
う
か
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


